
 

京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例（令

和元年１１月１３日京都市条例第   号）（都市計画局建築指導部建築指導課） 

  京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）京都橘大学地区地区計画が決定され，

この地区計画の区域の地区整備計画が定められたことに伴い，次のとおり当該区域内に

おける建築物の用途及び構造に関する制限を定めることとしました。 

計画地区の名

称（適用区域） 

制           限 

事  項 内       容 

京都橘大学地

区 

建築物の用

途の制限 

建築することができる建築物 

⑴ 大学及びこれに付属するもの 

⑵ バス停留所の上屋 

 容積率の最

高限度 

建築基準法（以下「法」という。）第５２条第１項第７号

の規定により容積率の最高限度が１０分の２０と定めら

れた区域にあっては，１０分の１５。この場合において，

建築物の敷地が当該区域と当該区域以外にわたるとき

は，法第５２条第７項の規定を準用する。 

 建蔽率の最

高限度 

１００分の３５ 

 壁面の位置

の制限 

敷地境界線までの距離の最低限度 道路の境界線にあっ

ては１０メートル，隣地境界線（都市計画法第１２条の

５第２項第１号に規定する地区施設である構内通路の西

側端線（以下「通路境界線」という。）と市道山科大宅緯

１７号線の南側端線との交点を起点とし，順次同線，通

路境界線から８０メートル西側の線，市道山科大宅緯１

７号線の南側端線から８０メートル南側の線，通路境界

線を経て起点に至る線で囲まれた区域に存する隣地境界

線に限る。）にあっては３メートル。ただし，物置又は機

械室その他これらに類するもので地階を除く階数が１の

ものについては，この限りでない。 
   

２９



 

   

 建築物の高 ３１メートル 

 さの最高限

度 

 

  この条例は，公布の日から施行することとしました。 



 

京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例

を公布する。 

  令和元年１１月１３日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正す 

   る条例 

 京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を次のように改正

する。 

 別表第１洛和会音羽病院地区の項の次に次の１項を加える。 

京都橘大学

地区 

 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）京都橘大学地区地

区計画の区域のうち，地区整備計画が定められた区域 

 別表第２洛和会音羽病院地区の項の次に次の１項を加える。 

京都橘大学

地区 

建築物の用

途の制限 

建築することができる建築物 

⑴ 大学及びこれに付属するもの 

⑵ バス停留所の上屋 

 容積率の最

高限度 

法第５２条第１項第７号の規定により容積率の最高限

度が１０分の２０と定められた区域にあっては，１０分

の１５。この場合において，建築物の敷地が当該区域と

当該区域以外にわたるときは，法第５２条第７項の規定

を準用する。 

 建蔽率の最

高限度 

１００分の３５ 

 壁面の位置

の制限 

敷地境界線までの距離の最低限度 道路の境界線にあ

っては１０メートル，隣地境界線（都市計画法第１２条

の５第２項第１号に規定する地区施設である構内通路 

  の西側端線（以下「通路境界線」という。）と市道山科

大宅緯１７号線の南側端線との交点を起点とし，順次同

線，通路境界線から８０メートル西側の線，市道山科大

２９



 

宅緯１７号線の南側端線から８０メートル南側の線，通

路境界線を経て起点に至る線で囲まれた区域に存する

隣地境界線に限る。）にあっては３メートル。ただし，

物置又は機械室その他これらに類するもので地階を除

く階数が１のものについては，この限りでない。 

 建築物の高

さの最高限

度 

３１メートル 

 別表第２備考１８中「３メートル，西ノ京桑原町地区の項」の右に「，京都橘大学地区

の項」を加える。 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


